
『ノくカ、、ウ、、アツド・ギーター』と『大乗浬繋経」における

暴力／戦争の正当化問題

金浩星（東国大学校教授）

I.序論

暴力， そのものが悪であることについてはみな素直に同意するものの、暴力

に対する抵抗的暴力の場合には一言で悪であると断言できないようである。

それに、暴力へ対応／抵抗する暴力についてはその正当性きえも認めようとす

るに特にこのような正当性の論理的根拠を宗教から求め、宗教が暴力／戦争

を正当化／霊化する論理を提供しているような現実2は，真なる平和を遠ざける

一つの要因であると思われる。我々は暴力に対する暴力きえ克復すべきであ

る。そうでなけれは、結局、暴力の終息は不可能であろう。従って本稿では、

’正当な暴力’という観念に関する問題を提起したいと思う。例えば、 9.11テロ

とアフカやニスタン戦争の直接的な原因は、ただ宗教聞の対立や、宗教を内包

した文明の聞の衝突であると見なすことはできない。しかしテロリスト達やそ

れらを懲罰しようとする西方世界の指導者達の意識の中には、先行した暴力，

即ち悪に対する、懲罰としての暴力は正当であるという考えが共有されてい

1 暴力を制度的暴力と抵抗的暴力に分けた後，抵抗的暴力は正当なる暴力であると主張したマノレクセ・＇（Marcuse)

の場合［生］号位（1989) 暴力使用の正当化問題、『現代社会と倫理』、ノウル、瑞光社、 p.82.］や、テロに対す

る戦争は悪に対する善の戦争として正義なもので’あるという観点から、我々は同じ論理を確認することがて・きるて。

あろう。

2今日、世界の諸々の紛争地域（アフガニスタン／イラク対アメリカ、イスラエル対 パレスチナ、 パキスタン対イ

ンド）て’現在進行されている戦争から、宗教的正当化／聖化の機制がそのような紛争を加熱させていることがわか

る。
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る。その点で宗教的正当化／聖化を企図していると思われる。

宗教が世俗的暴力／戦争に正当化の論理を提供することは、その宗教の聖

典がそのような論理を内在していることを意味する。本稿ではヒンドゥ教と仏

教を中心として、戦争／暴力の宗教的正当化に対する問題を提起したいと思

う。ヒンドゥ教の聖典の中で、暴力／戦争の正当化がなされているのは『ノ〈カ、、

ウ、、アッド・ギータ－Bhagavadgita」（以下『ギーター』に略称する）である。この中

で’正義の戦争’（dharmya yuddha, dharmya sail.gr加 a）論が述べられている。

周知のごとく『ギーター』は、王位継承をめぐっていとこたちの間で生じた相残

の悲劇を素材としたインドの大叙事詩である「マハーパーラタ』のー篇でありな

がらも，別個に流通された別行本である．主人公のアルジュナは武士階級のク

シャトリヤ（k~atriya）出身で戦争への参与がその義務（svadharma）である。『マ

ヌ法典」では， 次のようにクシャトリヤの参戦義務が税かれる。

王は、同等な力を持っていたり、優越な力を持っていたり、或いはもっと弱

い力を持っている者たちから挑戦を受けるが、人民を守るクシャトリヤとし

てのダルマ（義務）を想起して戦争を避けてはならない3。

このように、正等であり、また永遠な兵士達のダルマはすでに世の中に公表

きれたものである．クシャトリヤは、戦争でダルマによって敵を殺することを

思避しではならない4。

このような命令があるにもかかわらず、アルジュナはH わたしは戦わないで、あ

ろう。”（nayotsye, 2 : 9）と宣言する。いわゆる’アルジュナ（Arjuna）の懐疑’が

始まるのである。このようなアルジュナの懐疑に対してヴィシュヌの化身であ

るクリシュナ（Kr~IJa）は様々な論理で説得する。筆者はかつてアルジュナの懐疑

に含まれている意味を指摘し、クリシュナの対応論理を一々批判したことがあ

る5。本稿で取り扱おうとする’正義の戦争’は『ギーター』全般にかけて構築き

3李在淑・李光株訳（1999）『マヌ法典』、ソウル、ハンギル社、 p.281. 

4前掲書、 p.282. 

5拙稿（2000）『ノ〈ガヴァッド・ギ ター』の倫理的立場に関する批判的考察、『宗教研究』 19輯、ソウル、韓国

宗教学会、 pp.83～103を参照ロ
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れているとも見なし得るカちより具体的には『ギーター』2 : 31～33において提

示きれている。この部分は’自身の義務遵守’という脈絡の中に含まれている。

前掲の論文は、この’正義の戦争’に論議の焦点を合わせたものではないので、

自己義務の遵守という参戦の論理が現実主義の倫理であるという点から、特

に武士階級だけに制限的に適用されるべきであることを指摘するに止まっ

た6。従って本稿では、前掲の論文において論議が欠如された’正義の戦争’論

に焦点を合わせたいと思う。

’正義の戦争’論については、インドの伝統では、そうした論理が和と戦［＝侵

略的戦争］の調和／中道であるという脈絡の中で妥当すると論証した

KN.Upadhyayaの研究7がある。しかしこれはH果して敵に対する憎悪のない戦

争ができるのであろうか。義務であるという理由だけで戦争は正当化きれ得る

か。平和的なすべての方法を尽しても戦争が不可避である時， その’すべての

方法を尽した’という判断は誰の分であろうか”というような疑問点を残す。こ

うしたインド学者の擁護論とは別の角度から問題を提起した学者として、

F.TolaとC.Dragonettiがいる。彼は「仏教と暴力の正当性」8という論文を通 し

て、先ず『ギーター』における’正義の戦争’論を考察し、また仏教の立場を落

大した資料の渉猟と提示を通して整理している。しかし、この論文は「ギータ

ー』の’正義の戦争’や、仏教で例外的に暴力を許容する立場を含んでいると評

価した諸経典9の立場を要約・羅列しているだけで、互いに比較したり、批判

文化相対主義及び宗教多元主義的観点に立つ場合、論者の宗教でないヒンドゥ一教の教理を批判すること

が正当て・あるかという問題提起が可能て・あるロしかし、受容できない側面に対する批判的検討は、可能な部

分の土着化のためには必要な過程であると思われる。東洋と西洋の接点として『ギーター』が機能するためには

戦争への参与問題が新たに解明されるべきである（ただし、ガンテ’ィ一式に文学的カテゴリでh解釈することに止

まってはならない）と主張する立場がある［RichardA. Berg、”TheBhagavadgita on War ：η1e Argt』ement

from Literature”、 journalof Stu dies in the Bhag即日々ila5-7(1985～198η、pp.25～35）.この研究は

筆者の観点と相通するものがあるが、’定義の戦争’論については扱っていない。

6前掲書、pp.96～99. 

7 KN.Upadhyaya、“TheBhagavadgita on War and PeaceぺPhilosophyEast 合 同 st19-2(1969）、

pp.159～169を参照。

8 Fernando Tola & Carmen Dragonetti(2001) Buddhism and Justification of Violence、『法華文化研

究』27号、立正大学法華経文化研究所、 pp.63～100を参照。

9 r大方便仏報恩経』（大正蔵 3、pp.161～162) ；荻原雲来編、『党文菩薩地』（pp.165～166) ; F大宝積

経大乗方便会」（大正蔵 11、チベy卜訳は東北 82）， 『慧上菩薩聞大善権経』（大正蔵 12、チベソト訳は

東北 261）。前掲書、 pp.90～93を参照。
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したりするなどのメタ一次元の石汗究は欠いている。

特に、本稿で『ギーター』と共に考慮、しようとする『大乗浬繋経』10 「金剛身

品』における’護法’論のなかで、’正義の戦争’論と類似した立場があるという事

実をF.TolaとC.Dragonettiは見逃している。経典の再解釈を通して、現代世界

が直面している諸問題にそれなりの解答を摸索／提示することによって自己学

問の意味を見付けようとする時、これは決して目を離せるような問題ではな

い。従って、『大乗浬繋経』の’護法’論に見える観点が果して暴力の正当化、

即ち正当な暴力を容認しているか否かを検討してみる必要がある。この問題

を指摘した学者は三石善吉である。 三石善吉は，法慶の’大乗の乱’（515）につい

て、次のように問題を提起している。

法慶の’大乗’の由来については、これまで明確に規定されてこなかった。そ

の出所こそ『浬喋経』のこの部分による。五戒（殺・盗・淫・妄言・飲酒を去

る）にとらわれず正法を護ること、それが’大乗’であると述べている。つまり

逆にいえば、正法を護るためには五戒を破ってよい、それが’大乗’だという

のである。卜…・］ このような状況下では’護法’のために’持戒め人が、諸々 の

白衣の万杖を持する者に依りて、以て伴侶となすを聴す’と経はいう。白衣

（在家の信者）とともに’破戒の比丘’への聖戦を敢行してよいというのであ

る110

三石善吉の観点について、われわれは次のような二点を考えるべきである。第

一は、『大乗浬繋経』金剛身品に対する解釈を’正当な暴力’の容認であると見

なしでもよいのか。第二は、正当な暴力の容認であると理解することができる

ならば、そのような立場が仏性思想を説く『大乗浬繋経』全般の立場とどのよ

うに会通きれるのか． 本稿では先ず『ギーター』の’正義の戦争’論を考察した

後，『大乗浬繋経』金剛身品の護法論でそのような論理が確認できるのかを考

察する。その後，『大乗浬繋経』の立場をどのように理解／会通すべきかを解釈

10 『大乗浬禦経』は大乗の『大般浬祭経』を指す。初期仏教の『大祭浬繋経』と区別するために（下回正弘の舗に

従って）、このように呼ぶことにする。『大乗浬繋経』のサンスクリット写本は断片が存在しているにすぎない。そし

て、チベyト訳と、三種の漢訳、すなわち曇無識訳本（40巻）、慧厳等が加筆した訳本（36巻）、法顕訳本（6

巻）などがある。本稿では、曇無識訳本を底本としながら、他の訳本を対照する。

11三石善吉（1991）『中国の千年王国』、東京、東京大学出版会、 p.105。
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学的方法論によって摸索してみよう。

II.『パカ’ウ’アッド・ギーター』における’正義の戦争’論

1.アルジュナ：クリシュナ＝非暴力の志向：暴力の正当化

『ギーター」でクリシュナが税く’正義の戦争’論が、アルジュナの懐疑に対す

る説得の論理として提示されたものであることについては先に言及したとおり

である。’正義の戦争’論が暴力／戦争を正当化する論理であるという点を明か

にするためには、その対蹴点にあるアルジュナの懐疑をもう一度考察すること

から始める必要がある。普〈人口に脂笑される文であるが， アルジュナの実存

的な苦悩の音戸をもう一度聞いてみよう 120

われはまた不吉の前兆（凶mitta）を見る、髪美しき君（Kesava）よ。

かつまた戦闘において同族を殺して、われ何らの善を見るこ となし。［1: 31] 

われは勝利を欲せず、クリシュナよ、王国をも、また幸福をも。

王国われに何の用がある。ゴーヴインダ（Govinda）よ、 快楽或いはまた生命

［何の用がある］［1: 32] 

懐疑主義者 “アjレジュナは戦場で‘弓 と矢を棄てた。”［1: 4η こうした懐疑主

義に対する’動揺しないもの’（acyuta）と言われるヴィシュヌ神の化身クリシュナ

はさまざまな論理でアルジュナを説得し戦争へ参与させる。宗教的次元で戦

争への参与、即ち、暴力の行使を正当化する機制が発見・確認されるのは正

にそうした脈絡の中である。ここで筆者は、’宗教と暴力／戦争’の関係に対す

る主題を思索しなければならない。

暴力について、それを行使した人々を悪と規定してから、彼らに対して暴

力をもって抵抗するのはむしろ容易いことである。それは条件反射的・即自

的行動であるから誰にもできるし、人類の歴史と共に現在にも続くことであ

る。もしかしたら復讐の念は人聞の本能に属するものかも知れない。しかし非

12本稿における『ギ ター」の引用は、辻直四郎（1985）『ノ切・ヴアツド・ギーター』、東京、講談社による。
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暴力はF 自分が暴力の対象になっているにもかかわらず、また自分が死ぬとし

ても決して暴力を振わないという点で、条件反射的・即自的反応を越えてい

る。また真の勇気と愛が必要になる。筆者は、アルジュナの懐疑でそのような

非暴力への志向を読み取ったことがある130 アルジュナによって吐露された、

次のような『ギーター』の偏頒こそ非暴力の理想をもっとも明らかに含んでいる

と判断されるからである。

われは欲せず、彼らを殺すことを、たとい、［彼らわれを］殺すとも、マドゥ

の殺裁者（Madhusodana）よ、たとい三界の王権のためなりとも。いわんや地

界のためのみにおいてをや。［1: 35] 

たといドリタラーシュトラ一族が武器を手にして、武器を執らず無抵抗なる

われを、合戦において殺すとも、かえって一層大いなる慰安（k;;ematara）たら

ん。［1: 46] 

非暴力が単に弱者の弁明ではないことが躍如に表われている偲頒である o

H私を殺そうとする彼らを私は殺したくない。”という実存的な決断の宣言こ

そ、他ならぬアヒンサー／非暴力の根本ではないのであろうか14。このようにみ

ることができるならば、アルジュナの懐疑：クリシュナの応答は正に非暴力へ

の志向： 暴力の正当化とみなすことができる。

もちろん、クリシュナの御教示のなかで直接的に非暴力／不殺生を意味する

a hi ms aが一つの徳目 15として提示されているのを無視することはできない。 し

かしそのような個人倫理的な次元の徳目として提示されたアヒンサーの存在

が社会倫理的な次元で戦争への参戦を勧奨するクリシュナの立場に対する例

の評価を変更させることはできない。そのようなク リシュナの説得論理は『ギ

ーター』全般にかかっているのである。言い換えれば、『ギーター』というテキ

13拙稿、前掲書、 pp.89～90を参照。

14ここで驚くべきことは、 ガンディ（MahatmaGandhi）さえも『ギ ター』1:35頒の意味を筆者のようには読んで干いな

いという点である。彼は、この偶頒に見られるアルジユナの懐疑の理由が単に”私はだれと戦うべきか（kairmaya

saha yoddhavyam）”という問題と関わっていることを言っているにすぎないという。 M K.Gandhi、The

Bhagavadgi ta(Delhi：臼 ientPaperbacks、1998）、pp.18～19を参照。

1s BG 10 : 5、13: 7、16: 2、17 14. 

韓国仏教学SEMINAR9 155 

ストの性格は、 H戦えH という話をしようとする本であると規定することができ

る。クリシュナによってだらだらと哲学的な談論が説かれているものの、その

窮極的な帰一処は懐疑しないで、H戦えH ということである。 Subhash Anandは

1 : 1頒が「ギーター』全体の主題を暗示する大綱領であるというが、彼の観点

によると『ギーター」はダルマの実践が主題になる16。従って、ダルマの維持／

復元のための戦争であるという意味を持つことになる。このようにして、クリ

シュナがアルジュナを説得するために提示する論理のーっとして’正義の戦争’

論が置かれているのである。

2.’正義の戦争’論とジュニャーナーカルマ ・ヨーガ

『キーター』における’正義の戦争’論は、 2:31～ 37頒にかけて説かれている

’自身の義務遵守’という脈絡の中で登場する。アルジュナはクシャトリヤ階級

であるから、その階級の義務を遵守するために参戦すべきであるという。この

後、より明らかに’正義の戦争’の概念が出現する『ギーター』 2: 31頒と2: 33 

頒を順次に読んでみよう。

自己の本務（svadharma）を考慮するとも、汝は戦懐すべからず。

何となれば、クシャトリヤ（王侯・武人階級）にとり、正義の戦争より勝れた

る何ものも他に存在せざればなり。［2: 31] 

されど汝もこの正義の戦争をなささやれ、それとも汝は自己の本務と名誉とを

棄て、不祥をかちらべし。［2: 33] 

先ずわれわれが検討すべきことは、 dharmya yuddhaと dharmya sa巾gra-

maにおいて、形容詞 dharmyaをJ正義’の意味で理解してもよいのかという問

題である。 dharmaに対する辞典的な定意はかなり多様で、あり， その意味には

’義務ぺ’正義ぺ’法律’などが全部含まれている。従って、 dharmyayuddhaと

dharmya sa白gramaとを’正義の戦争’として理解してもよいと思われる170 

16 Subhash Anand、”TheOpening Verse of the G出ぺ AnnalsBORI、LXVI(1985）、 pp.175～178を

参照。
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次は、これらの偏頒に示されている意味を理解しなければならない。どんな

戦争が’正義の戦争’であるか。 KN.Upadhyayaは第ーには、無謀な侵略でな

く悪行者に対する抵抗を目的とすること、第二には、それが憤怒や復讐、憎

み、貧慾のような感情でなく、純粋な義務感と無執著によって行なわれたも

のであること、第三には、その戦争が法則でなく例外として見なされる時に、

’正義の戦争’であると主張している180 ここでわれわれが問題にすべきことは、

そのような論理が理解できないということではなしそのような論理に普遍的

な正当性が認められるか否かである。先に提示された三つの根拠の中でもっと

も普遍的に認められるものは第ーであろう。先行する悪に対する抵抗としての

暴力／戦争は正当であるという立場である。それなら、アルジュナの前にあ

る、先行する悪／暴力は何であろうか。『ギーター』そのものには明示されてい

ないが、カウラウ、、ア兄弟F 特にドゥルヨーダナの種々の悪行に対して『マハーパ

ーラタ』では勿論悪が行われる。それ故に、その悪行を懲罰する行為、即ち勧

善懲悪（kar:ithaka-sodhana)19としての暴力／戦争は正義であるというのであ

る。悪に対する懲罰が正義であるならば悪を懲罰する戦争［＝正義の戦争］に参

加しようとしないアルジュナの懐疑は悪に他ならないといわれる200 『ギーター

』で、は一般的な行為規範としての悪が説かれるのみならず、階級の義務を実行

しないことも悪であるといわれる。特殊な悪もいわれるのである。

しかし戦争の性格に対するこのような規定がすでにクリシュナによって先

験的に規定されているところに問題がある。アルジュナの懐疑というのも事

実、戦争に対する既存の性格規定に対する懐疑であるとも見なし得る。武士

階級によく上命下服が要求されるように、『虫干ーター」でも戦争の性格に対す

る省察は拒否される。『ギーター」2:38を読んで、みよう。

17 Sir Monier-Williams、SanskritEnglish Dictionary、p.513。；党和大辞典、 p.631.

18 K.N.Upadhyaya、前掲書、 pp.163～164.

19善と悪を各々実体的なものとして見なし、その両者の対立において善は悪を懲戒し、勝つべきであるという立場

が持つ暴カ性は、不思、善不思悪によってのみ越えることがて相きると言える。『六祖壇経』で提示された不思善不

思悪こそ、将来’正義の戦争’論を批判できる主な論拠となろう。

20 A.Kuppuswami、前掲書、 p.35。
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かくして汝は不祥をかちうることなかるべし。［2: 38] 
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ここでは戦争の結果について不二平等な態度を要請しているが、我々はこ

の侮頒で戦争の結果に対する省察のみならず、戦争の性格に対する省察きえ

すでに放棄されているのを感じ得る。「ギーター』2 : 48ではH成功と失敗を平

等に見なすことがヨ一方で、あるH といわれる。この話も、戦争へ参加するか否

かに対する解答であるという、その脈絡（context）を捨象したまま読むと、いか

なる問題もないことになる。仏教で言われる中道説とも相通ずるところがある

と言えよう 210 しかし果して戦争はすべきであるか、またそれらの戦争はい

かに正当化きれるべきなのかという問題と関聯して、この偶頒を再ぴ読んでみ

ると、その評価は逆転されるしかない。

我々は 2: 38の前半では、これらのジュニャーナ・ヨーカそ普遍的価値／テ

キスト 22として受け入れよう 。しかし後半では、これらの不動心かぜ戦争のため

の準備’の意味として施設されていることを確認することになる。その結果、

悪を取らず、善に留まるという論理になる。これによって「ギーター』が依支す

る世界は、現実界における相対的次元であることがわかる。

われに一切の行作を捧げ、最高我（adhyatma，自我）を専念し、

願望なく、我慾なく（nirmama）、苦熱Gvara、心労）を去りて戦え。［3: 30] 

この偏頒は、ジュニャーナ・ヨーガに立脚して実践しなさいと、カルマ・ヨ

ーガを力説していると見ることができる。ここでも同様にH戦えH と言っている

のである．普遍的テキストとして受容可能したジュニャーナーカルマ・ヨ一方、の

中で、暴力／戦争そのものを正当化する論理が介在きれているのである。それ

21【『ギーター」のカルマ・ヨーガを、コンテクストを排除して読むことによって、仏教の立場とも相通ずるという事実を

『金剛経』の無主償布施波羅蜜と関聯つ1ナて論じたものとしては、拙稿、 r『パガヴアツド・ギーター」のカル

マ・ヨーヵ・に関する倫理的照明J、「印度哲学』第2集（ソウ／レ，印度哲学会、 1992）、 pp.134-138を参照。

22 『ギーター』を読む際に、’インド・ヒンドゥー教人’てなければ共有することのできない特殊性をコンテクスト’として

宇定し、’インドヒンドウ 教人’てなくとも共有てーきる普通性を’テキスト’M 区分する読書法については、拙稿、

町ノ〈カψウ守アツド ・ギータ 』の倫理的立場に関する批判的考察、前掲書、 pp.85～86を参照。
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故に、ジュニャーナーカルマ・ ヨーガはテキストと してのみ見るこ とはできず、

コンテキストとして読むべきであることがわかる。

3.暴力／戦争の宗教的正当化

「ギーター』は”戦え”と言う。なぜ、 戦えと言うのであろうか。すでに存在

している悪を逐出 し、正義を確立するためである。『ギー ター』 4 : 7～ 8頒

は、そのような意味で非常に重要な偏頒である。

何となれば、正法（dharma）の衰微あり、非法の興起あるごとに、

パラタの後葡よ、われは自身を創出す。 （4: 7] 

善行者を救護せんがため、また悪行者を絶滅せんがため、

正義の樹立を目的と して、各ユガ（yuga，世紀）に出現す。 ［4: 8] 

なぜ『ギー ター』では、ヴィシュヌがク リシュナに化現するのか、今やわか

る。悪を消滅 し、善を救済するためである。正義なる地上楽園を建設するた

めに出現するのである。ここで筆者は、これらの『ギーター』の立場を千年王

国の思想という脈絡から検討してみる必要を切感する。三石善吉は千年王国

の思想、を次のように定義 している。

1）現在の政治権力や政治体制を悪なるものとして見て、 2）この世界の終末を

確信 して、 3）絶対無上の神の加護下、 4）この世のなかの悪人をみな殺し、 5)

今まで虐待されてきた者たちが、この地上で至福の時代（黄金で光る巨大な

都市国家エルサレムの時代）の到来を向えるという思想である。従って、 こ

れらの思想と行動は政治権力があるところ、特に政治体制が極端に腐敗

し、専制化するなどの危機の時代を迎えたところでは必ず発生する普遍的な

現象であると言える。猶太キ リスト教的伝統というわくぐみを以って限定す

るよりはもっと広範囲な思想運動と して考えるべきであろう23。

果 して『ギー タ－.114 : 7～ 8頒の立場から、このような千年王国の思想を読

23三石善吉著、 羽毛守訳（1993）『中国の千年王国』、ソウル、高麗苑。 r著者の韓国語版の序文」。
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み取ることができ ょう か。この問題に対する解答を求めるために、『ギーター』

4:7～ 8~演の論理構造を次のよ うに図表化 してみよう。

状況 『ギーター』 千年王国

前提 adharma 正義の堕落＝／→非法の横行 1 ）悪の存在

反立 adharma~dharma 
神の出現→悪との戦争→ 3)+4），神の加護下に

悪の消滅 悪を殺害する

結末 dharma 正義の確立 5）千年王固め到来

三石善吉が提示 した千年王国思想の中で特に問題 となるのは、2）と4）であ

る。まず、 2）の末世観念はユガ24説でその類似した様相を見ることができる。

ただし、差異点は基督教の終末史観が線分を董く単一目的であることに反 し

て、 ヒンドゥーのユガ説に現われた歴史観は4種のユ方、によって始作→維持→

消滅を反復するのである。螺線を董くと見ることができょう。従って、一つの

ユ方、の消滅後、再び新 しいユ方、が始まる循環をなすので、末世に対する終末

意識はそれほど強くない と評価 される。次に4）の存在は 4 : 7～ 8頒に見られ

るものではないが、 ’正義の戦争’論を説く 2: 31～ 33頒を一緒に考慮すれば、

それもやはり存在すると考えられる。こう して見ると、たとえキリスト教本来

の千年王国思想ほど強烈で‘あるとは言えないものの、『ギー タ一』にもある程

度千年王国思想が存在する と見ることができょう。

『ギーター』 4: 7～8頒を通して、 ’正義の戦争’が神の出現と結ぴ付いてい

るこ とを確認することができた。もはや『ギーター』（あるいは『マハーパー ラ

タ』）で、の戦争は単なる世俗的次元の権力闘争ではなくなる。それは巨大なる

世界救済である。いわゆる、宗教的に正当化／聖化されているのである。そ し

て、そのように宗教的に正当化／聖化された暴力／戦争はまた別の暴力／戦争

を持続的に呼ぴ起 しているのである。

24 krta-yuga 4800年、仕eta-yuga3600年、 dvapara-yuga2400年、 kali-yuga1200年。総計 12000年が1

週期である。 rマヌ法典』1: 69～73を参照。また、 4ユカ・の特徴については『マヌ法典』1: 81～86、生成と

消滅については『ギーター』9:7～8頒にも説かれている。
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皿．『大乗浬繋経』における’護法’論

1.大乗における不殺生戒の強化

印度宗教の場合、出家修行者及ぴ在家修行者たちには基本的に倫理規範

の厳守から彼らの修行を出発させる。ヨーカ。学派の八支ヨーカ、、の中で、禁戒

(yama）の段階が最初に位置していることからもそのような特徴がわかる。修行

の基本となる倫理規範としてもっとも幅広く受け入れられている戒律は五戒

である。この五戒についてはバラモン教・ジャイナ教、そして仏教を問わず、

みな異口同音に強調する。バラモン教の立場は『チャー ンドーギヤ・ウパニ

シャツド、』（田.17.4）において見ることができるが、三者の比較のために簡略に図

表化すると次のようになる。

チャー ンドーギヤ・

ウノマニシャツド
ジャイナ教 仏教

⑤苦行（tapas) 

②布施（d加 a) ①不殺生（ahirhsa) ①不殺生

④正直（珂ava) ④不妄語（somrta) ②不倫盗

①不殺生（ahi出sa) ②不倫盗（asteya) ③不邪淫

④真実語（satyavacana) ③党行（brahmacarya) ④不妄語

⑤無所有（aparigraha

⑤不歓酒

上の図表の中で、円文字は説かれる順序を表わしたものであるが、その順

序を異に している点を勘案 しても非常に類似していることがわかる。もちろ

ん、相異点もある。一つに、『チャーン ドーギヤ・ウパニシャツド』の場合に

は、仏教の不邪淫に該当する戒律がないことである。 しかし バラモン教で不

邪淫が重要視されないわけではない。『マヌ法典』で、は吋亘常妻だけで満足 しな

きい”（3: 45）と言っているからである。二つに、三者の聞に共通しない徳目を

探せば、五番目の戒律 として各が苦行一無所有一不飲酒’を述べている点で
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ある。ここで我々は宗教の志向性を垣間見ることができると思う。

このように、五戒の受持をもって修行の出発と考える伝統が仏教のみのこ

とではないという意味はそれだけそう した戒律を守ることにそれなりの普遍性

が認められるということである。それらの意味のある五戒を『大乗浬繋経」で

H守らなくてもよい、修行しなくてもよい”ということは重大な問題とならざる

をえないのである。ところで『大乗浬繋経』で不守五戒25・不修五戒といって

も実際に問題視されるのは護法のために破戒比丘たちと争ってもよいとすると

ころであり、不殺生戒にのみ関聯する。従て私たちの関心は五戒の全体とい

うことよりは不殺生戒ひとつに絞られるのである。で、は『大乗浬繋経』で、は根、深

〈伝承きれている不殺生戒や厳守の伝統を緩和するのであろうか。その問題

については次の節で論議することになるのでここでは扱わないことにする。但

しここでは初期仏教から在家者たちに守ることが要求された五戒の受持、特

に不殺生戒の受持が大乗仏教に至って緩和したと見ていいかという点を窺っ

てみたい。

この点を確認するために、不殺生成と密接な関聯を結んでいる不食肉の問

題を考察 してみるべきだと思う 260 仏陀当時の教団では三海肉といってH 自己

のために殺す場面を目撃したり、殺す音をきいたり、そんな疑いのないものは

食べてもいい＂ 27とした。しかしそれがかえって大乗仏教になってからは、戒

律がもっと強化され、さらに現在は三洋肉のような例外条項は一切許きれな

いのである。すべての肉は一切食べてはいけないといわれるのである。肉を見

るごとに、 H息子の肉のように考え（如子肉想）＂ 28なければならない。その理由

は何であろうか。食肉はただならぬ“大きい慈悲の種子を切る（断大慈種)"29こ

とであるからである。このような流れは『大乗浬繋経』の外でも『拐伽経』・『党

網経』などにも確認される。慈悲の種子が切れることは、『華厳経』で不殺生の

理由として提示されることと同じ理由であることを示唆 している。慈悲、それ

お大正蔵 12、p.383b。

26 私は、？ハー トマ・ガンディーの場合は不殺生／アヒンサーの定立を本を通して成し遂げたわけではなく、菜食

（＝不食肉）の実践から出発したと捉えている。これは彼の『自叙伝』をもって確認できる。

27『南伝大蔵経』 4巻、 p.17；『十諦律』大正蔵 23、p.190bJ『四分律』大正蔵 22、p.872b,

28大正蔵 12、p.386a。

29上向。
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こそが暴力を乗り越えることができる唯一の徳目であるからである。『大乗浬

喋経』は、食肉さえ避けることによって、そのような心掛けを緬養しようと強

調したわけである。だから、しいて護法のためだとはいうものの、他者を殴っ

たり、戦闘するなどの、不殺生戒を守らないこととか、みがかなくてもいいと

考えるのは大きい問題にはかならない。その理由はいったい何であろうか。節

を変えて論述することにする。

2.不守五戒の許容とその理由

このように、『大乗浬繋経』が不殺生戒の緩和を内包している不守五戒・不

修五戒を言及している点について、いかに理解したらいいのか。その解答を得

るために、そのような説を提示している『大乗浬繋経』金剛身品を集中的に分

析することにする。一応、 r金剛身品」の内容を科目分け30を通して理解すれ

ば、「金剛身品」は大きく 二つに分けることができる。

金剛身品 「一一果分（爾時世尊～即是法身）：如来身＝金剛身

し一因分（迦葉菩薩～見諸色像）：’如来身＝金剛身’：理由：

正法の護持

これを見ると、 r金剛身品」は、如来身が金剛身であることを説くと共に、

正法護持の功徳にその理由をきがすことによって、正法の護持を強調してい

ることがわかる。上から示 した果分と因分の中で、われらの論議に直接的な

つながりのある部分は因分である。請問者である迦葉菩薩は、因分の冒頭

で、果分で説かれたH如来身＝金剛身Hの公式に対して、その理由が何であるか

を聞いている。『大乗浬繋経』が正当な暴力／戦争を容認しているのかについて

述べる部分も因分であるから、もっと詳しい科目分けが必要 とされる。

30伝統的仏教学の方法論としてひろく活用される科目／科分分けで、現代的・ 解釈学的意味を把握してその再

活用を主張したことは拙稿（1998）伝統的仏教学の方法論に見える現代的性格、『伽山学報』 7号、ソウル、

伽山学会、 pp.61～68参照。
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「一 法（迦葉菩薩～得如是名）：正法護持→金剛身獲得

因分一一＋－喰（善男子，過去～不可壊身）：有徳国王の護法物語

L 合（迦葉菩薩，復白 ～見諸色像）： 護法強調

護法のためには五戒を守らなくても、磨かなくてもいいという経証が表れて

いる因分は、再び経典の一般的な説法形式でありながら、仏教論理学の論法

／語法である法・日命・合31の構造に分けることができる。

一つ、法というのは西洋論理の三段論法の、結論の部分に位置する内容

を、一応大綱領として示すのである。

善男子よ、正法を護持する者は五戒を磨けなくなっても、威儀を磨けなく

なっても、当然万・剣・弓・矢・槍などを持って、きちんと戒律を守る清海

な比丘を守護すべきだ。 32

三つの訳本はすべて、その意味の面で異なっていない。『大乗浬繋経』は在

家の善男子たちに、きちんと戒律を守る清海たる比丘を守る任務を与えてい

るのである。そして、彼らは不殺生戒を包含する五戒は磨けなくなっても、持

戒の比丘を保護するためには、すなわち正法を守るためには武器をもたなくて

はならないというのである。しかし H律蔵にみえる部派仏教の立場は武器を

持つ人との同行、またはかれらに法を説くことそのものを禁止したつ3点であ

る．だとすると、『大乗浬繋経』の立場はそれとは異なると見るべきである。

ここでH五戒を磨かなくてもいい人たちは、在家の善男子であって、出家の

比丘に当たるのではない。だから、在家の善男子らに不守五戒・不修五戒が

許されたから、それだけで十分に暴力／戦争の正当化が得られたのではないか

H と反論する人がいるかもしれない。しかしそうではない。『ギーター』で

31仏教論理学の五支作法である宗 ・因・ I喰・合・結の中で、宗・ l総・合だけを選んだものに理解できる。宗

と法は同義語である。

32大正蔵 12、p.383bJ大正蔵 12、p.866bJ下回正弘、前掲書、 p.247.

33 r摩詞僧祇律』は甑外であるといわれる。この内容は李慈郎博士の諮問による。

http: I I freechal.com/ karuna33の’Q&A’参照。



164 『ノ〈ガウψアッドギーター』と『大乗浬鍵経』における暴力／戦争の正当化問題

も、’正義の戦争’に参戦する義務があたえられたのはクシャトリヤ階級だけで

ある。この点でも、両者には類似性があるといえる。しかし、わたしがここで

問題にしているのは、軍人・武士階級が参加する戦争とはいえ、宗教的にそ

のような戦争を正当化する論理である。軍人は戦争の場で銃 ・剣をおいて参

戦するなと主張しているのではない。ただ、それはいつまでも世俗的なことで

あって、宗教的に正当化／聖化できる事柄ではないのである34。戦争での殺生

は現実的・法的な次元での正当化だけであって、宗教的に正当化されるもの

ではない。宗教的な次元では、それももうひとつの機悔の対象に過ぎないので

ある。もしかして、宗教的な次元で正当化されれば、それはもう機悔の対象

にならない。それに、仏教の五戒はすでに論述したごとく、在家者に不守・

不修を許す出家のみの規範ではない。喰説を見ると、この点はもっと明らか

になる。

二つ、如来身が金剛身になる理由が正法護持にあるという法説を裏付ける

事例を喰として挙げる。この比輸は分量もそれほど多くなく、現在の論議に

とって有用な資料にもなるので、ここでは主要部分のみを醗訳しておく。

① 善男子よ、過去無量無辺阿僧抵劫以前に、このクシナガラ城に、ある

仏様が出世なきって、歓喜増益（Nandavardhana）という如来・応供・正編

智・明行足・善逝・世閥解・無上師・調御丈夫・仏世尊であった。当時、

世界は広くて、きれいで、豊かで安穏で、民たちは数多く、飢渇がなかっ

た。まるで、安楽園（Sukhavati）の菩薩のごとく、仏様世尊は世の中におとま

りになるのが無量であったが、衆生を教化して世上のなかで般浬繋に入られ

た。この仏様の浬繋以後、正法が世の中にとどまったのは無量億年であった

が、仏法が消滅するまでは40年がのこっていた。

②その時、ひとりの持戒比丘がいて、覚徳（Buddhada悦a）といわれた。大勢

の群・春属たちに固まれ、獅子肌をなきって、九部の経典を頒布して広く説

かれて、すべての比丘に奴碑・牛・羊、そして非法のものを所有しないよう

に教えた。これを聞いていた多くの破戒比丘は悪心を起こして、剣・棒を

持ってこの法師を逼迫した。

34現実的に世界で発生する戦争に対しての、各宗教の正当性が得られない場合、それは世界平和の定着に大

きく寄与するようになると思う。ただ、そうなれるためには各宗教たちが国家主義的・民族主義的観点をどれほど

超越できるかに左右されるであろう。

韓国仏教学SEMINAR9 

③当時の国王は有徳（Bhavada仕a）という人であったが、この話を聞いて法を

保護するために、正法を説く者の処所に行って、戒を破る悪い比丘と激しく

戦って、その人が危害を被らないようにした。この時、王は体を剣と矢， 槍

に刺きれて、体中に辛子の種ほども丈夫なところがなかった。

④－1 その瞬間、覚徳が深〈王を讃嘆したo II偉く、偉いです。王様は、今か

らはまことに正法を擁護する方になりました。来たりべ〈世にはかならず無

量な法器になると思います。，，

④－2王はこの法を聞いては、心で深〈歓喜し、命が絶えた後は阿閤仏国

(Ak~obhaya）に生まれては仏様の一番固め弟子になった。その王様は百姓・

巻属・戦闘者・随喜者、そして菩提心から遠ざからなかった．すべての人と

共になくなられてから阿閥仏国に生まれられた。覚徳比丘も命が絶て、まも

なく阿閑仏国に往生して、仏様の声聞の群で二番目の弟子になった。もしか

して、正法が消滅する危険なときは、当然このように受持して擁護すべきで

ある。迦葉よ、その時の王は、ただならぬ私の休であって、説法した比丘は

迦葉仏である。迦葉よ、正法を保護する者はこのように無量な果報を得ら

れ、今日、私はこれらの因縁から出るいろいろな姿を得て、みずから荘厳し

て法身・不可壊身を成就した35。
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上の醗訳の、円文字の①から④までは科目分げのために、便宜上名付けた

もので、これをもう一度まとめれたら次のようになる。

「一①発端（＝背景，善男子～仏法未滅）：歓喜増益如来の浬繋

｜ ②展開（爾時有一 ～逼是法師）：正法の危機

日命一一十一③絶頂（是時国王～如芥子許）：有徳国王の護法戦

L＿④結末 一一Tー④－1（爾時覚徳～無量法器）：比丘の讃王

L ④－2（王於是時～不可壊身）：後日語

これらの構造を窺ってみると、非常に劇的に展開していることがわかる。正

法が襲われる危機状況に、先行 して正法を破ろうとする悪の勢力が存在し、

彼らの暴力から防御するために戦闘を拡げる。実際的に戦ったことを知らせ

35大正蔵 12、p.383c～384a，下回正弘、前掲書、 pp.248-249参照。曇無識訳本とチベット訳本との聞に

は内容的な差異は見つからない。



166 『パガウ、アッ ド・ギーター』と『大乗浬繋経』における暴力／戦争の正当化問題

てくれる部分は③の内容での、有徳国王もH体中に辛子の種ほども丈夫なとこ

ろがなかった”という表現で明らかになる。即ち、正法の護持とは正当な目

的を成し遂げるためには不殺生戒を守らなくてもいいという、不守五戒・不

修五戒の事例を躍如にあらわしたのである。そのような過去世の功徳で、有

徳国王は現世で金剛不壊のからだを備えた仏世尊になることができたという。

笑奄観復の華厳思想研究

_Ii華厳経大疏玄文随疏演義紗会解記』を中心として一

金龍泰（ソウル大学博士課程)1

序論

第一節研究の目的と方法

1. 問題の所在と研究の目的

宋代の華厳学に関する既存の研究では、主に法蔵（643～712）の「五教章』に

対する註釈の盛行や華厳章疏の刊行と流通の問題が扱われてきたが、宋代華

厳思想の全貌については明らかにされたとはいえないのが現状である。また、

現存する華厳資料の相当数が『五教章』の註釈であるという現実的な理由か

ら、今までの研究の傾向は、それらに集中している。現存する宋代の『五教

章』註釈書の大部分は、主に智億（602～668）と法蔵の教学に基づいている玉峯

師会（1102～1166）など慧因院系列のものである。そのなかで、澄観（738～839)

と宗密（780～841）の教学の影響を受けつつ両者を融合的な立場で論じた笑巷

観復（～1141～1152～）の思想は、華厳五教判における「同教」の解釈をめぐっ

て、師会などによって批判されている。これについてはすでに研究があり、そ

こから観復の思想の一端をうかがうことができる。 2 しかし、観復に対する一

方的な批判の立場から記されているテキストの検討のみでは、観復の華厳教

学についてはもとより、宋代華厳教学の傾向と特質については正確な評価を

1本稿は2001年度、東京大学に提出した修士論文の要約文てaある。

2観復の『五教章』註釈書である「折薪記』や同教関係の著作は現存していないので、 師会などの観復に対する

批判や引用から、その内容を推測するしかない。


